
レ
ス
リ
ン
グ

マ
ラ
ソ
ン

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

　春寒はいっそう身にしみます。寒気はまだまだ退きませんが、いかがお過ごしで

しょうか。香南市内で行われた大会や、香南市の方が活躍したスポーツの結果は、

教育委員会スポーツ振興係まで！

■問い合わせ　          
　スポーツ振興係
　    57-7523

【
平
成
２３
年
度
第
２５
回
押
立
杯
関

西
少
年
少
女
レ
ス
リ
ン
グ
選
手
権

大
会 

兼 

近
畿
少
年
少
女
レ
ス
リ

ン
グ
選
手
権
大
会
】

■
10
月
23
日（
日
）

■
吹
田
市
立
北
千
里
市
民
体
育
館

■
小
学
３
・
４
年
女
子〔
軽
量
級
〕

優
勝　　

櫻
井
は
な
の（
野
市
小
3
年
）

２
位　　

川
上
紗
奈（
佐
古
小
3
年
）

【
第
１３
回
中
四
国
少
年
少
女
レ
ス

リ
ン
グ
選
手
権
大
会
】

■
11
月
13
日（
日
）

■
島
根
県
立
武
道
館

■
小
学
３
・
４
年
女
子〔
23
㎏
級
〕

優
勝　　

櫻
井
は
な
の

２
位　　

川
上
紗
奈

■
小
学
３
・
４
年
女
子〔
29
㎏
級
〕

優
勝　　

櫻
井
つ
ぐ
み（
野
市
小
４
年
）

■
中
学
生
女
子〔
44
㎏
級
〕

２
位　　

川
上
薫
波（
野
市
中
１
年
）

【
第
５
回
徳
島
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
レ
ス
リ
ン

グ
大
会
】

■
11
月
20
日（
日
）

■
徳
島
県
立
池
田
高
校
体
育
館

■
小
学
３
・
４
年
の
部〔
25
㎏
級
〕

優
勝　　

櫻
井
は
な
の

■
小
学
３
・
４
年
の
部〔
28
㎏
級
〕

優
勝　　

櫻
井
つ
ぐ
み

※
下
段
右
写
真
、
左
か
ら
櫻
井
つ
ぐ
み
さ

ん
、川
上
紗
奈
さ
ん
、櫻
井
は
な
の
さ
ん
、川
上

薫
波
さ
ん

【
第
２３
回
香
長
地
区
小
学
生
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会　　

秋
季
大
会
】

■
12
月
４
日（
日
）

■
野
市
総
合
体
育
館
ほ
か

■
男
子
の
部

優
勝　 

野
市
ジ
ュ
ニ
ア
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
ク
ラ
ブ

■
女
子
の
部

３
位　 

夜
須
あ
べ
ま
き
ク
ラ
ブ

■
低
学
年
の
部

優
勝　 

野
市
ジ
ュ
ニ
ア
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
ク
ラ
ブ
Ｓ

２
位　 

夜
須
あ
べ
ま
き
ク
ラ
ブ

３
位　 
野
市
東
ク
ラ
ブ

【
第
２６
回
高
知
県
小
学
生
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会　　

冬
季
大
会
】

■
12
月
10
日（
土
）・
11
日（
日
）

■
春
野
総
合
運
動
公
園
体
育
館
ほ
か

■
男
子
の
部

２
位　 

野
市
ジ
ュ
ニ
ア
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
ク
ラ
ブ

■
女
子
の
部

３
位　 

野
市
ジ
ュ
ニ
ア
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
ク
ラ
ブ

【
第
９
回
ヤ
・
シ
ィ
海
辺
の
マ
ラ
ソ

ン
大
会
】

■
12
月
11
日（
日
）

■
ヤ
・
シ
ィ
パ
ー
ク
〜
手
結
港
臨

港
道
路
〜
夜
須
町
サ
イ
ク
リ
ン
グ

タ
ー
ミ
ナ
ル

■
Ａ
コ
ー
ス　

小
学
低
学
年〔
３
㎞
〕

１
位　 

岡
林
龍
太　　　　

12
分
12
秒

（
佐
古
小
３
年
）

■
Ｂ
コ
ー
ス　

親
子
ペ
ア〔
３
㎞
〕

１
位　 

尾
原
光
一（
野
市
小
３
年
）

尾
原
啓
文　　　　　　　　　

14
分
48
秒

２
位　 

國
光
栞
奈（
夜
須
小
２
年
）

國
光
延
幸　　　　　　　　　

15
分
17
秒

■
Ｃ
コ
ー
ス　

小
学
高
学
年〔
３
㎞
〕

１
位　 

浜
口
弥
夢
太　　

12
分
02
秒

（
佐
古
小
６
年
）

■
Ｄ
コ
ー
ス　

一
般
女
子〔
３
㎞
〕

１
位　 

田
村
芽
生　　　　

12
分
23
秒

（
夜
須
中
１
年
）

２
位　 

宗
圓
祐
香　　　　

12
分
51
秒

（
夜
須
中
１
年
）

■
Ｅ
コ
ー
ス　

中
学
男
子〔
５
㎞
〕

１
位　 

池
田
拓
未　　　　

22
分
43
秒

（
夜
須
中
２
年
）

２
位　 

武
田
莉
久　　　　

24
分
03
秒

（
夜
須
中
１
年
）

野市ジュニアバレーボールクラブＳのメンバー

野市東クラブのメンバー

　

年
少
扶
養
親
族（
16
歳
未
満
の
扶
養
親

族
）に
係
る
扶
養
控
除（
33
万
円
）が
廃
止

さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、市
・
県
民
税（
住
民

税
）の
非
課
税
限
度
額
の
算
定
根
拠
に
な

り
ま
す
の
で
、確
定
申
告
書
等
へ
の
記
入
が

必
要
で
す
。

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

　

16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
方
に
係
る
扶

養
控
除
の
上
乗
せ
部
分（
一
般
扶
養
控
除

の
控
除
額
を
上
回
る
12
万
円
の
部
分
）が

廃
止
さ
れ
、扶
養
控
除
額
は
45
万
円
か
ら

33
万
円
に
縮
小
さ
れ
ま
す
。

　

19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
方
の
扶
養
控
除

額
は
、以
前
と
変
わ
ら
ず
45
万
円
で
す
。

16
歳
以
上
19
歳
未
満
の

扶
養
親
族

19
歳
以
上
23
歳
未
満
の

特
定
扶
養
親
族

平
成
24
年
度　

市
民
税
・
県
民
税（
住
民
税
）

　　　　　　　　　

主
な
改
正
事
項
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

①

扶
養
控
除
の
改
正

　

扶
養
親
族
ま
た
は
控
除
対
象
配
偶
者
が

「
同
居
特
別
障
害
者
」で
あ
れ
ば
、特
別
障

害
者
控
除（
30
万
円
）に
、23
万
円
を
加
算

し
、53
万
円
に
改
め
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、16
歳
未
満
の
扶
養
親
族（
年
少
扶

養
親
族
）に
対
す
る
扶
養
控
除
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、障
害
者
で
あ
る
場
合
に
は
、障
害

者
控
除
は
適
用
に
な
り
ま
す
。

②
同
居
の
特
別
障
害
者
に
係
る

　

障
害
者
控
除
の
改
正

　

平
成
23
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
に
支
払
っ
た
寄
附
金
に
つ
い
て
、寄
附
金

控
除
の
適
用
下
限
額
が
５
，０
０
０
円
か
ら

２
，０
０
０
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
寄
附
金
は
、高
知
県
共
同

募
金
会
、日
本
赤
十
字
高
知
県
支
部
、国
や

地
方
公
共
団
体（
県
、市
町
村
）な
ど
へ
の

寄
附
金
で
す
。控
除
を
受
け
る
に
は
、所
得

税
の
確
定
申
告
ま
た
は
住
民
税
の
申
告
が

必
要
で
す
。申
告
に
は
、各
団
体
の
受
領
書

ま
た
は
証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

③
寄
附
金
税
額
控
除
の
拡
充

税

０ 15 16 18 19 22 23 69 70 （年齢）

一般扶養控除

33万円

一般扶養控除

33万円

上乗せ分

12万円

一般扶養控除

33万円

特定扶養控除

45万円
老人扶養控除

38万円

同居老親等加算

7万円

廃
止

廃
止

〇 住民税に関する事項

控除対象扶養親族の年齢

16歳未満 33万円
45万円 33万円

０円
16歳以上19歳未満
19歳以上23歳未満 45万円（変更なし）

33万円（変更なし）
38万円（変更なし）
45万円（変更なし）

23歳以上70歳未満

70歳以上

改正前
（23年度まで）

改正後
（24年度から）

■平成24年度からの扶養控除額

配偶者および扶養親族に
対する障害者控除額

26万円 26万円
30万円

23万円
－

－

30万円
53万円

改正前
（23年度まで）

改正後
（24年度から）

■平成24年度からの同居特別障害者に対する
　障害者控除額

同居

障害者控除

特別障害者控除

同居特別障害者控除

同居特別障害者の
配偶者・扶養控除加算

■
問
い
合
わ
せ

　　

税
務
課
市
民
税
係

　　　　

57‐

８
５
０
４

(20)(21) 広報こうなん ２０１２.２ 広報こうなん ２０１２.２
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